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「旧波門崎燈籠堂（石積）」を明石市指定文化財に指定 

 

明石市では、明石市文化財保護審議会（会長 冷泉為人）の答申を受け、令和３年 

１月 25日付けで「旧波門崎燈籠堂（石積）」を市の指定文化財に指定いたします。今回

の指定により明石市指定文化財は 40件から 41件になります。 

 

記 

 

１ 対象文化財 

  （１）名 称 旧波門崎燈籠堂（石積） 

  （２）所在地 明石市港町２番９地先 

  （３）所有者 明石市 

  （４）時 代 江戸時代（17世紀中葉～19世紀中葉） 

  （５）形 状 表面叩き仕上げの花崗岩を用い、隅角を算木積としながら層状に精

微に積み上げ、北面に階段を取り付けた石積躯体。高さ 4.31ｍ。 

  （６）概 要 

旧波門崎燈籠堂は、明石港の南西隅に位置し、江戸時代の石積台座が残る。 

工部省が作成した「明治以前設置燈明臺年度表」によると、明石港の燈明臺は明

暦３年（1657）に藩主により設置されたとある。 

ただし、それ以前の「播州明石城図」（1639～1649）や「播磨国明石城絵図」（1644）

にも燈籠堂の表記があり、寛永 10 年（1633）に現在も残る石積みの突堤を造った

時から港口の位置を出入港する船に知らせるための灯標が設置されたとみられる。

享保 6年（1721）頃に記された『明石記』には土台の上に平屋の建物が表現されて

いる。その後、遠方から灯火を望見できるようにと火袋を高くするために袴腰の櫓

を高く構えるような現在の形になったことが推察できる。 

現在残る石積は、幅 50㎝、厚さ 25㎝の凝灰岩製の延石の上に載り、一辺 30～80

㎝の直方体をした花崗岩の切石を横方向に並べながら、10 段に積み上げる布積み

となっている。基底部から天端までの高さは 4.27m である。天端の上部には幅 30

㎝、長さ 1.12mの花崗岩の延石が 4周にめぐらされる。 

基底部より天端まで、隙間なく積み上げる「合端合わせ」という技法で積まれて

いる。出隅は算木積みで、緩やかな勾配をもたせ、稜線を明瞭に作り出している。

こうした切石を精緻に積み上げる技法は、17 世紀第２四半期から始まり、それ以

降、継続して使われるとされている。城郭で使われた加工技術が応用されており、

江戸時代の巧みな石積技術の一端を知ることができる。 

石積の北面中央部には幅 94 ㎝の石段が取りつく。側面は石積と同様、花崗岩の

切石を布目に積み上げ、階段部は花崗岩の延石を用いている。 

上部の火袋は昭和 28 年（1953）には、笠部も木製からコンクリート製にすると

ともに、燈籠部を囲う改修工事がされているが、明治後期に撮影された写真による

と、木製の寄棟（方形）造り、屋根は銅板葺きで頂部は平面方形の宝珠であり、江

情報提供日 2021年（令和 3年）１月 13日 

 

問い合わせ先 

文化・スポーツ室 

文化振興課（稲原） 

918-5629（短縮 7545） 



2 

 

戸時代に築かれた型式が受け継がれていたとみなされる。 

明石港は、明石城が築かれた元和 7年（1621）に当時の明石藩主小笠原忠真によ

ってもともと浜辺であったところを、人工の掘り込みの港として造られたものであ

り、燈籠堂の立地する港口は、明石城本丸の中央から追手門を結ぶ南北ラインの延

長上に位置し、明石城築城時から、城下町全体のプランに組み込まれていた。 

燈籠堂は、藩政時代、「西国調法の船入」と呼ばれ、瀬戸内の物資交易の主要商業

港としてにぎわった明石港を出入りする船の澪として、明石の水運の発展に大きく

寄与してきた。また、明治以降も昭和 38 年に機能が廃止されるまで、石積躯体に

白ペンキを塗り、西洋式灯台としての役割を果たしてきており、明石港の歴史を象

徴する構造物として、また、海峡に面した明石の地域性を示すシンボルとして貴重

な文化財である。 

 

（解禁日時）  

新聞：令和３年１月 20日（水） 夕刊 

ラジオ／テレビ：令和３年１月 20日（水）正午以降 

インターネット：令和３年１月 20日（水）正午以降 


































